
議案第７１号

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２４年１１月１９日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成１１年杉並区条例第３７号）

の一部を次のように改正する。

別表１の部中「３２円５０銭」を「３６円５０銭」に、「６１円」を「６９円」

に、「２，２００円」を「２，５００円」に改める。

附 則

１ この条例は、平成２５年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この条例による改正前の杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表１の

部２の項に規定する有料ごみ処理券は、平成２５年１０月３１日までの間は、な

お使用することができる。

３ この条例による改正後の杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表１の

部３の項の規定は、施行日前に区長が収集及び運搬（以下「収集等」という。）

の申込みを受けた場合（平成２５年１０月３１日までに収集等をする場合を除

く。）並びに施行日以後に区長が収集等の申込みを受けた場合について適用し、

施行日前に区長が収集等の申込みを受けた場合（同月３１日までに収集等をする

場合に限る。）については、なお従前の例による。

（提案理由）

廃棄物処理手数料を改定する必要がある。


